堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金交付要網
令和８年○月○日制定 

１　補助金の名称 
補助金の名称は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金（以下「補助金」という。）とする。 

２　補助金の目的 
補助金は、小規模な社会福祉法人等が、自らの創意工夫に基づき、地域貢献事業を積極的に展開していくことを通じて、市民の福祉ニーズに対応した地域の福祉サービスの一層の充実が図られるよう、複数法人が参画するネットワークを構築し、当該ネットワーク参画法人による協働事業の試行、これらの事業の実施に必要な合同研修や人事交流等の取組を推進することを目的とする。 

３　堺市補助金交付規則等との関係 
[bookmark: _Hlk231833442]補助金の交付については、堺市補助金交付規則（平成１２年堺市規則第９７号。以下「規則」という。）、小規模法人のネットワーク化による協働推進事業実施要綱（平成３０年３月２８日社援発０３２８第５号）及び生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱（平成２７年７月２７日社援発０７２７第２号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

４　補助事業等 
別紙１のとおり。なお、補助対象経費には消費税及び地方消費税を含めるものとする。

５　補助金の額 
この補助金の額は、予算の範囲内において次により算出された額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
①別紙２に定める補助基準額（上限額）と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない
方の額とする。
②①により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較し
て少ない方の額を交付額とする。

６　補助金の交付の申請 
（１）補助事業者は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金交付申請書（様式第１号）を３月１０日までに市長に提出しなければならない。 
（２）交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。 
①役員等情報届出書（様式第２号） 
②事業計画書、経費内訳書（様式第３号） 
③事業計画・経費内訳書（詳細）（様式第４号） 
④見積書等の写し 
⑤前年度決算書
⑥その他市長が必要と認める書類 

７　補助金の交付の条件 
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。 
①補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 
②補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。 
③補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 
④規則の規定に従うこと。 

８　変更の申請 
（１）補助事業者は、補助事業の認定又は交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金変更申請書（様式第５号）に、第６条に規定する書類のうち当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。 
（２）市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めた時は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金変更（中止・廃止）決定通知書（様式第６号）により、申請者に通知するものとする。 

９　経費配分等の軽微な変更
規則第６条第１項第２号の市長が定める軽微な変更は、補助対象経費の額の２０パーセント以内の変更とする。

１０　補助金の交付決定の通知 
市長は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金交付決定通知書（様式第７号）により、補助金の交付を申請した者（以下「申請者」という。）に交付決定の通知をするものとする。 

１１　交付申請の取下げ 
（１）申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して１４日以内に交付の申請を取り下げることができる。
（２）前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

１２　実績報告 
（１）補助事業者は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金実績報告書（様式第８号）を補助事業が完了した日の翌日から起算して３０日以内に市長に提出しなければならない。 
（２）堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。 
①事業実施報告書、所要額積算書（様式第９号） 
②事業実施・経費内訳書（詳細）（様式第１０号） 
③請求書、領収書等の写し
④その他市長が必要と認める書類 

１３　補助金の額の確定通知 
市長は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金確定通知書（様式第１１号）により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。 

１４　補助金の交付 
（１）補助金は、規則第１４条第１項の規定による補助金の額の確定後交付する。
（２）補助事業者は、堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金交付請求書（様式第１２号）に堺市小規模法人のネットワーク化による協働推進事業補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して１０日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。 

１５　財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。

１６　消費税等 
補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの要綱に基づく補助に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき（仕入控除税額が０円である場合を含む。）は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書（本市様式）により、遅くとも補助事業の完了日の属する年度の翌々年度の６月３０日までに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。 

１７　委任 
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。 

附　則 
（施行期日） 
１　この要綱は、令和８年△△月△△日から施行する。 
（この要綱の失効） 
２　この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前の申請に係る補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。 

